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平成 30年  3月 31 日現在
1頁法人名 ：社会福祉法人　緑風会

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産（リース資産を除く）　　　

　　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。

　　②無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　当法人は、定額法による減価償却を実施している。

　　③リース資産

　　　　当法人は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてリース期間を耐用年

　　　　数とし、残存価額をゼロとする定額法による減価償却を実施している。

（２）徴収不能引当金の計上基準

　　　　当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち１年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額

　　　　及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として

　　　　計上している。

（３）賞与引当金の計上基準

　　　　当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に

　　　帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（４）退職給付引当金の計上基準

　　　　職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

　　①退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　当法人は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当年度末までの期間に帰属させる方法

　　　　については、期間定額基準によっている。

　　②数理計算上の差異の費用処理方法

　　　　数理計算上の差異は、その発生年度に一括して費用処理している。

　　　　（追加情報）

　　　　退職給付引当金の計算方法は、当年度期首より簡便法から原則法に変更している。

　　　　「その他特別収益」及び「その他の特別損失」には、この計算方法の変更にともなう差額がそれぞ

　　　　れ1,559,708円、88,208,054円含まれている。

（５）役員退職慰労引当金の計上基準

　　　　当法人は、役員退職等慰労金規程に基づき、役員の退職慰労金要支給額を計上している。なお、当

　　　年度末の残高はない。

（６）消費税の取扱い

　　　　当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

　該当する事項はない。

３．法人で採用する退職給付制度

　　当法人は、職員の退職給付に充てるため、確定給付制度を採用している。退職一時金制度では、退職給

　付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。

　「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度を適用または

　準用している。

４．法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分

　　当法人は、（４）に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業を運営する拠点区分を

　実施しているため、（１）～（３）に記す計算書類を作成するものである。

（１）法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

（２）事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

　　　当法人では、公益事業ならびに収益事業を実施していないため作成していない。

（３）社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（４）公益事業区分における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式 ）

　　　当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

（５）収益事業区分における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（６）拠点区分の計算書類（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

（７）当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　別紙「拠点区分、サービス区分一覧表」のとおりである。
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５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 1,130,722,410 0 0 1,130,722,410

建物 5,677,068,150 88,447,990 418,196,758 5,347,319,382

定期預金 1,000,000 0 0 1,000,000

         合  計 6,808,790,560 88,447,990 418,196,758 6,479,041,792

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の除売却に伴い、国庫補助金等特別積立金12円を取り崩した。

資産毎の内訳は以下の通りである。

　①建物　　　　　　　・ルネッサンス　　　　エアコンの除却による取崩額　　　　４円

　　　　　　　　　　　・ジャンボ　　　　　　エアコンの除却による取崩額　　　　１円

　②構築物　　　　　　　該当する事項はない。

　③機械及び装置　　　　該当する事項はない。

　④車輌運搬具　　　　　該当する事項はない。

　⑤器具及び備品　　　・緑風荘　　　　　　　テレビ他の除却による取崩額　　　　４円

　　　　　　　　　　　・ルネッサンス　　　　体脂肪計の除却による取崩額　　　　１円

　　　　　　　　　　　・あめごの里　　　　　パソコン他の除却による取崩額　　　２円

７．担保に供している資産

　担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 917,567,010円

建物（基本財産） 4,488,394,966円

                             計 5,405,961,976円

　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 2,238,790,000円

                             計 2,238,790,000円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 9,192,771,903 3,845,452,521 5,347,319,382

建物（その他固定資産） 289,280,469 124,510,034 164,770,435

構築物 599,096,749 317,079,410 282,017,339

機械及び装置 117,542,972 73,231,868 44,311,104

車輌運搬具 175,638,132 163,394,416 12,243,716

器具及び備品 758,732,279 626,153,016 132,579,263

有形リース資産 3,952,800 3,030,480 922,320

         合  計 11,137,015,304 5,152,851,745 5,984,163,559
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９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当する事項はない。

１０．関連当事者との取引の内容

　該当する事項はない。

１１．重要な偶発債務

　該当する事項はない。

１２．重要な後発事象

　該当する事項はない。

１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
するために必要な事項
（１）リース取引関係

　　①ファイナンス・リース取引

　　（ア）有形リース資産の内容

　　　　　サーバー、パソコン（器具及び備品）である。

　　（イ）無形リース資産の内容

　　　　　介護記録請求システム（ソフトウエア）である。

　　（ウ）リース資産の減価償却の方法

　　　　　１．重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

（２）その他の特別収益及びその他特別損失について

　　①法人単位事業活動計算書の「その他の特別収益」ならびに「その他の特別損失」には、固定資産の耐

　　　用年数を見直したことによる過年度修正がそれぞれ320,190円、52,148,250円含まれている。

　　②法人単位事業活動計算書の「その他の特別損失」には、基本金に係る過年度修正57,125,667円が含ま

　　　れている。


